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公益財団法人佐賀県スポーツ協会加盟団体規程第１０条 
第１項に基づく処分について 

 
◎ 当協会加盟団体である佐賀県馬術連盟における運営に関し、当協会加盟団体規程第４条第３号に規

定する要件を欠くことが判明したことから下記の処分を行ったものです。 
 

１ 処分団体名 佐賀県馬術連盟 

        代表者：会長 古賀 勝己 

         所在地：佐賀県佐賀市鍋島町森田２９０－１ 

２ 処分通知日 令和５年３月３日（金） 

３ 処分内容  勧告（加盟団体規程第１０条第１項第２号） 

・今回の事案を受け、組織のガバナンスの問題点を改めて分析すること 

・分析結果を踏まえ、現行の改善計画書に今後の組織運営に係る具体的な改善内容を加え修正す 

ること 

４ 理由 

・令和４年９月１日に本協会に届いたメールによる情報提供を受け、佐賀県馬術連盟内でセクハ

ラ事案が発生している事実確認並びに実態調査を佐賀県スポーツ協会が実施したところ、佐賀

県スポーツ協会加盟団体規程第４条第３項に違反する事案が確認されたこと 

・今回の事案は、令和４年１月３１日に杜撰な経理執行とガバナンス欠如、コンプライアンス違

反やセクハラ等の不作為により「勧告」の処分を受け、改善指導を受けている中で起こってい

ること 

・当事者の他人や組織を顧みない、大変身勝手な行いであること 

・しかし、当事者は既に佐賀県馬術連盟から処分を受けていること 

・前会長も責任をとって辞任していること 

・再度セクハラ事案が発生したことについて佐賀県馬術連盟としてもセクハラに対する認識の低

さを深く反省し、理事会の毎月開催など改善策を講じていること 

・何ら責任のない国民体育大会等にも出場するような選手や、馬術に一生懸命に取り組んでいる

子どもたちもあり、彼らへの影響も考慮すること 

 

５ 条件 

・修正後の改善計画書を令和５年３月３１日までに佐賀県スポーツ協会に提出すること。 

・佐賀県馬術連盟規約、組織体制を再度検証、見直しを実施するとともに、組織体制の明確化を

図ること。 

・改善計画提出以後、セクハラ防止等コンプライアンス順守のための研修を実施し、実施後は速

やかに佐賀県スポーツ協会に実施報告書を提出すること。 

・改善がみられず、佐賀県スポーツ協会加盟団体として著しく適性を欠くと判断した場合には、

資格停止を含めて処分を検討する。 

令和５年３月３日 

(公財)佐賀県スポーツ協会 

常務理事 川内野 修 

電話：０９５２－３０－７７１６ 
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（参考：佐賀県スポーツ協会加盟団体規程 関係部分抜粋） 

（加盟団体の使命） 

第４条 加盟団体は、法令及び本協会諸規定を厳守するとともに、スポーツ団体として公正性、公平性、透明性を確

保し、社会的存在としての責務を自覚した組織運営を行うため、以下の取り組みを自主的・自律的に取り組まなけれ

ばならない。 

（１）スポーツ社会の実現を目指して、スポーツの普及・推進及び競技力向上に努めること。 

（２）スポーツを行う者の権利・利益の保護、心身の健全育成及び安全の確保に配慮し、スポーツの健全な普及・発展

に努めること。 

（３）スポーツ団体としての適正な組織運営・経営を行い、情報公開など透明性を確保し、ガバナンスの強化・充実を

図ること。 

（４）スポーツの推進に当たり、組織運営、登録競技者及びスポーツ指導者等に関して必要となる諸規定、基準、規則

等の整備を図ること。 

（５）スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努めること。 

 

（処分） 

第１０条 定款第８条第２項に該当するとき、本規程第４条に定める義務を怠る等、組織の管理運 

営に適正を欠いたとき、又は本協会の加盟団体として不適当と認められるときは、次の処分を行 

うことができる。 

（１）指導 

（２）勧告 

（３）資格停止 

（４）退会 

２ 前項の具体的な手続き及び内容については別に定める。 

 

 

 

 

（処分の種類及び内容） 

第３条  処分の種類及び内容は、次のとおりとする。 

（１）指導    書面により、是正・改善を求める。 

（２）勧告      書面により、是正・改善及び改善計画の提出を求める。                                       

（３）資格停止  書面により、一定期間加盟団体としての権利・権限を停止する。 

なお、資格停止の具体的な内容は、以下のとおりとする。 

➀事業 

ア 本会各種事業への参画（国民体育大会、選手強化事業、スポーツ少年団事業、国際交流事業、公認スポーツ指導

者育成事業、総合型地域スポーツクラブ育成事業等） 

イ  本会名義の使用（主催，共催、後援等） 

②役員・評議員 

ア 理事候補者及び評議員候補者の推薦 

イ 当該団体推薦役員、評議員の理事会・評議員会への出席 

③推薦 

ア 当該団体に関して、本協会から他団体・機関等への各種推薦（栄典・銃砲所持等） 

（４）退会   書面での通知を以て、当該団体を本会から脱会させる。 


